
令和 7 年 11 月 10 日現在 

訪問看護サービス重要事項説明書(精神科) 

 

利用者         様（以下「甲」という）の訪問看護サービスの提供開始にあたり、厚生省

第 37 号第 8 条に基づいて、株式会社 翔栄「訪問看護ステーション 望夢」（以下「乙」という）が

甲に説明すべき重要事項は次のとおりです。 
 
 
 

１．事業者の概要 

名称・法人の種別： 株式会社 翔栄  

代 表 者 名 ： 小川 ひとみ 

所在地・連絡先 ： 和歌山県田辺市中万呂７８２番地の２８ 

電  話  ： ０７３９－３４－２３３５ 
 
 

《介護保険法等に基づき和歌山県知事より指定を受けているサービスの種類》 

 訪問看護・介護予防訪問看護 ： 訪問看護（医療保険） 

 

 
 

２．事業所の概要 

事業所の名称 訪問看護ステーション 望夢 

所在地 和歌山県田辺市中万呂 570 番地‐2 

電話 

FAX 

０７３９－３３－９０３４ 

０７３９－３３－９０３５ 

事業所番号 ３０６２２９０１９６ 

管理者氏名 髙垣 清一 

事業の実施地域 田辺市 白浜町 みなべ町 上富田町 

営業日 月曜日～金曜日 祝日  ８：３０～１７：３０ 

営業しない日 

土曜日・日曜日 年末年始（１２/３１～１/３） 

※上記、営業しない日においても心身の状態により、ご希望があれば当番
にて対応させて頂きます。 

 
 
 

３．事業の目的と運営方針 

  事業の目的 ：在宅療養を希望する方の訪問看護 

 サービスの内容：自宅で療養される方が安心して療養生活を送れるように、１～３ヶ月に１回、主

治医の指示により訪問看護師が訪問し、必要な処置を行い、在宅療養の援助及び

体調管理を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



４．事業所の職員体制 

  事業所の従業者数、勤務体制及び業者の職種 

従業者の職種 人数（人） 区分（人） 職務内容 

管 理 者 
１ 常勤管理者兼務１ 訪問看護 

管理者兼務 １ 常勤看護師兼務１ 

看 護 師 ５ 常勤２ 非常勤３ 訪問看護 

准看護師 １ 常勤０ 非常勤１ 訪問看護 

 

５．利用料：医療保険 精神科（単位：円/回） 

 ご利用者様の負担割合に応じたご負担となります。 

  

項目 利用料 

精
神
科
訪
問
看
護
基
本
療
養
費 

精神科訪問

看護基本療

養費（Ⅰ） 

保健師 

看護師 

作業療法士 

週３日目まで３０分以上 ５，５５０ 

週３日目まで３０分未満 ４，２５０ 

週４日目以降３０分以上 ６，５５０ 

週４日目以降３０分未満 ５，１００ 

准看護師 週３日目まで３０分以上 ５，０５０ 

週３日目まで３０分未満 ３，８７０ 

週４日目以降３０分以上 ６，０５０ 

週４日目以降３０分未満 ４，７２０ 

精神科訪問

看護基本療

養費（Ⅲ） 

（同一建物

居住者で同

一日複数

者） 

同一日

２人 

保健師 

看護師 

作業療法

士 

週３日目まで３０分以上 ５，５５０ 

週３日目まで３０分未満 ４，２５０ 

週４日目以降３０分以上 ６，５５０ 

週４日目以降３０分未満 ５，１００ 

准看護師 週３日目まで３０分以上 ５，０５０ 

週３日目まで３０分未満 ３，８７０ 

週４日目以降３０分以上 ６，０５０ 

週４日目以降３０分未満 ４，７２０ 

同一日

３人以

上 

保健師 

看護師 

作業療法

士 

週３日目まで３０分以上 ２，７８０ 

週３日目まで３０分未満 ２，１３０ 

週４日目以降３０分以上 ３，２８０ 

週４日目以降３０分未満 ２，５５０ 

准看護師 週３日目まで３０分以上 ２，５３０ 

週３日目まで３０分未満 １，９４０ 

週４日目以降３０分以上 ３，０３０ 

週４日目以降３０分未満 ２，３６０ 

精神科訪問看護基本療養費（Ⅳ）（外泊中の訪問看護） ８，５００ 

加
算 

特別地域訪問看護加算 諸定額の１００分の５０ 

精神科緊急訪問看護加算 月１４日目まで ２，６５０ 

月１５日目以降 ２，０００ 

長時間精神科訪問看護加算 ５，２００ 



項目 利用料 

加
算 

複数名精神

科訪問看護

加算 

他の看

護師・保

健師・作

業療法

士と同

行 

１日１回 
同一建物内１人又は２人 ４，５００ 

同一建物３人以上 ４，０００ 

１日２回 
同一建物内１人又は２人 ９，０００ 

同一建物３人以上 ８，１００ 

１日３回

以上 

同一建物内１人又は２人 １４，５００ 

同一建物３人以上 １３，０００ 

他の准

看護師

と同行 

１日１回 
同一建物内１人又は２人 ３，８００ 

同一建物３人以上 ３，４００ 

１日２回 
同一建物内１人又は２人 ７，６００ 

同一建物３人以上 ６，８００ 

１日３回

以上 

同一建物内１人又は２人 １２，４００ 

同一建物３人以上 １１，２００ 

他の看護補助者・精

神保健福祉士 

同一建物内１人又は２人 ３，０００ 

同一建物３人以上 ２，７００ 

夜間・早朝訪問看護加算（６：００～８：００、１８：００～２２：００） ２，１００ 

深夜訪問看護加算（２２：００～６：００） ４，２００ 

精神科複数

回訪問加算 

 

 

１日２回 

 

同一建物内１人又は２人 ４，５００ 

同一建物３人以上 ４，０００ 

１日３回以上 同一建物内１人又は２人 ８，０００ 

同一建物３人以上 ７，２００ 

管
理
療
養
費 

月の初日 ７，６７０ 

２日目以降 ３，０００ 

２４時間対応体制加算（月に１回まで） ６，８００ 

退院時共同指導加算（２回まで） ８，０００ 

退院支援指導加算（１回のみ） ６，０００ 

退院支援指導加算（１回のみ）（長時間） ８，４００ 

在宅患者救急時等カンファレンス加算（月２回まで） ２，０００ 

在宅患者連携指導加算（月１回まで） ３，０００ 

特別管理加算Ⅰ ※１ ５，０００ 

特別管理加算Ⅱ ※２ ２，５００ 

特別管理指導加算 ２，０００ 

精神科重症患者支援管理連携加算（イ） ８，４００ 

精神科重症患者支援管理連携加算（ロ） ５，８００ 

看護・介護職員連携強化加算（月１回） ２，５００ 

情報提供療養費１（月１回） １，５００ 

情報提供療養費２（月１回） １，５００ 

情報提供療養費３（月１回） １，５００ 

ターミナルケア療養費１ ２５，０００ 

ターミナルケア療養費２ １０，０００ 



【その他の費用】 

保険対象外 

エンゼルケアー（税込） ２０，０００円 

交通費（税込） 

事業所の営業地域外において、片道

１０ｋｍ以上の移動距離を超えた

時、５００円の料金がかかります。 

衛生物品・お薬や必要物品の立替 実費相当額 

 

※１ ・在宅麻薬等・腫瘍化学療法注射管理・強心剤持続投与指導管理、気管切開患者で、          

医師より指導管理を受けている状態にある方 

   ・気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態にある方 

 

※２ ・自己腹膜灌流、血液透析、酸素療法、中心静脈栄養法、成分栄養経管栄養法、             

自己導尿、人工呼吸、持続陽圧呼吸療法、自己疼痛、肺高血圧症患者 

   ・人工肛門、人工膀胱を設置している方 

   ・真皮を越える褥瘡の状態にある方 

・在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している方 

    

６．苦情申立窓口 

 

【訪問看護ステーション 望夢】 

  電 話：０７３９‐３３－９０３４ 

  担当者：髙垣 清一 

 

【和歌山県国民健康保険団体連合会 苦情（相談）窓口】 

  住 所：和歌山市吹上２丁目１‐２２ 日赤会館内 

  電 話：０７３‐４２７‐４６６２ 

 

 

 

７．緊急時の対応方法 

 乙は、甲の主治医への連絡を行い、主治医の指示に従います。また、緊急連絡先へ連絡致します。 

 

 

 

８．第三者評価の実地状況 無し 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



乙 当事業者は、甲１に対する居宅サービスの提供開始にあたり、甲１又は甲２に対してサービス内容の説明書及び重要

事項説明書に基づいて、サービス内容及び重要事項を説明しました。 

 

 

 

                          令和  年  月  日 

 

        （乙） 所在地：和歌山県田辺市中万呂 570番地－2   

            名 称：株式会社 翔栄   

                訪問看護ステーション 望夢   

 

            管理者：   髙垣 清一     印    

 

説明者：             印   

 

 

 

 甲 私は、本書面においてサービス内容説明書及び重要事項説明書に基づいて、乙からサービスの内容及び重要事項の説

明を受けました。 

令和  年  月  日 

        （甲１）利用者 

                

            住 所：                            

              

            氏 名：                           印 

        （甲２）利用者の後見人又は家族 

             

            住 所：                            

              

            氏 名：                           印 

 

 

 

 

 

 


